
川崎市理容師法施行条例及び川崎市美容師法施行条例の一部を改正する条

例 

 （川崎市理容師法施行条例の一部改正） 

第１条 川崎市理容師法施行条例（平成２４年川崎市条例第６０号）の一部を次

のように改正する。 

  第３条中第１０号を第１１号とし、第５号から第９号までを１号ずつ繰り下

げ、同条第４号中「洗い場」の次に、「（前号の専ら洗髪の用に供する設備を

含む。）」を加え、同号を同条第５号とし、同条第３号の次に次の１号を加え

る。 

  ⑷ 理容所（衛生上支障がないものとして市長が別に定める理容所を除く。）

は、専ら洗髪の用に供する設備を有すること。 

 （川崎市美容師法施行条例の一部改正） 

第２条 川崎市美容師法施行条例（平成２４年川崎市条例第６１号）の一部を次

のように改正する。 

第３条中第１０号を第１１号とし、第５号から第９号までを１号ずつ繰り下

げ、同条第４号中「洗い場」の次に、「（前号の専ら洗髪の用に供する設備を

含む。）」を加え、同号を同条第５号とし、同条第３号の次に次の１号を加え

る。 

  ⑷ 美容所（衛生上支障がないものとして市長が別に定める美容所を除く。）

は、専ら洗髪の用に供する設備を有すること。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に理容師法（昭和２２年法律第２３４号）第１１条の

２の規定による構造設備の確認を受けている理容所又は現に同法第１１条第１

項の規定による届出がされている理容所が第１条の規定による改正後の川崎市

理容師法施行条例第３条第４号又は第５号（専ら洗髪の用に供する設備に係る

部分に限る。）の規定に適合しないときは、当該理容所については、増築、改

築、大規模の修繕等により当該理容所の構造設備が変更される日までの間、こ

れらの規定は、適用しない。 

３ この条例の施行の際現に美容師法（昭和３２年法律第１６３号）第１２条の

規定による構造設備の確認を受けている美容所又は現に同法第１１条第１項の

規定による届出がされている美容所が第２条の規定による改正後の川崎市美容

師法施行条例第３条第４号又は第５号（専ら洗髪の用に供する設備に係る部分



に限る。）の規定に適合しないときは、当該美容所については、増築、改築、

大規模の修繕等により当該美容所の構造設備が変更される日までの間、これら

の規定は、適用しない。 


